
報告第１号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会の議決により

指定された事項について次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

  令和３年１２月１４日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

１ 訴訟の相手方 

  （住所）                

  （氏名）        

２ 支払を求める額 

  学校給食費     ６２，０００円 

  申立手続費用他    ７，２５６円 

３ 出訴の要旨 

  市は、       との黙示の契約に基づき、平成３１年４月から令和３年３月まで  

に対して学校給食を提供し、学校給食費債権が発生した。 

債務者は学校給食費の支払いを怠り、その合計は６２，０００円となったが、市からの再

三にわたる催告を受けても支払に応じないことから、市が札幌簡易裁判所に支払督促を申し

立てたところ、債務者から異議の申立てがあり、通常訴訟へ移行することとなった。よって、

学校給食費の請求を求める訴えを提起するものである。 

４ 訴訟に関する取扱い 
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  (1) 恵庭市職員を指定代理人に定める。 

  (2) 控訴、上告、和解等この訴訟に関するすべての事項の実施については、市長に一任す

る。 

５ 専決処分年月日 

  令和３年１２月２日 
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議案第１３号 

 

恵庭市子ども医療費助成に関する条例の一部改正について 

 

恵庭市子ども医療費助成に関する条例の一部を次のとおり改正することについて議決を

求める。 

 

令和３年１２月１４日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

恵庭市子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

恵庭市子ども医療費助成に関する条例（昭和４８年条例第３５号）の一部を次のように

改正する。 

第５条第１項中「満９歳」を「満１２歳」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例による改正後の恵庭市子ども医療費助成に関する条例（以下「改正後の条例」

という。）の規定による子ども医療費の助成に関し必要な行為は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）前においても行うことができる。 

 （適用区分） 

３ 改正後の条例の規定は、施行日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、

同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 
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恵庭市子ども医療費助成に関する条例新旧対照表（抄） 
現行 改正案 

第 1 条～第 4 条の 4 (略) 

 

 (助成の額) 

第 5 条 助成の額は、受給者に係る医療費(満 9 歳 に達する日以後の最初

の 4 月 1 日から満 15 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間に

ある者にあっては入院及び指定訪問看護に係るものに限る。)から一部

負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び附加給付される

額を控除して得た額とする。 

2 (略) 

 

第 6 条～第 11 条 (略) 

 

 

第 1 条～第 4 条の 4 (略) 

 

(助成の額) 

第 5 条 助成の額は、受給者に係る医療費(満 12 歳に達する日以後の最初

の 4 月 1 日から満 15 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間に

ある者にあっては入院及び指定訪問看護に係るものに限る。)から一部

負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び附加給付される

額を控除して得た額とする。 

2 (略) 

 

第 6 条～第 11 条 (略) 
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議案第１４号 

 

恵庭小学校（管理棟）長寿命化改修工事の内建築工事の請負契約の変更について 

 

 令和３年６月２８日に議決された恵庭小学校（管理棟）長寿命化改修工事の内建築工事の請

負契約を次のとおり変更することについて議決を求める。 

 

令和３年１２月１４日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

変更前の契約金額 変更後の契約金額 

３１５，１５０，０００円 ３３１，８０４，０００円 
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議案第１５号 

 

令和３年度恵庭市一般会計補正予算（第８号） 

 

令和３年度恵庭市一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３４９，５５８千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３３，７２８，５００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加及び変更は、「第二表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第三表 地方債補正」による。 

 

令和３年１２月１４日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕 
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（追  加） （単位　千円）

（変  更） （単位　千円）

10,222 183,769

事 項 補 正 前 の 限 度 額 補 正 後 の 限 度 額

令和３年度新型コロナウイルスワクチン接種事業

第　二　表　　債　務　負　担　行　為　補　正

事 項 期 間 限　度　額

令和３年度恵央団地６号棟建設事業 令和４年度 318,527
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（変　更） （単位　千円）

市 営 住 宅 整 備 事 業 債 49,700 373,900

第　三　表　　地　方　債　補　正

起 債 の 目 的 補 正 前 の 限 度 額 補 正 後 の 限 度 額

1
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（千円）

国庫支出金 道支出金 地 方 債 その他 一般財源

2 1 17 4-8

総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 79,678 79,678

ワ ク チ ン 接 種 事 業 費

2 1 17 4-23

総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 子 育 て 世 帯 臨 時 特 別 給 付 事 業 費 621,320 621,320

8 5 2 1

土 木 費 住 宅 費 住 宅 建 設 費 恵 央 団 地 ６ 号 棟 建 設 事 業 費 648,560 324,280 324,200 80

1,349,558 1,025,278 0 324,200 0 80合　　　　　　　　　　　　計
一般財源の内訳
繰越金 80

国庫補助採択による事業促進

経 費 名 補 正 額
補   正   額    の    財    源    内    訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

新型コロナウイルスワクチン接種対象年齢の引下げに伴う経費
及び集団接種経費の増額

子育て世帯を対象とした臨時特別給付金の支給

説　明　資　料
（一般会計）

款 項 目
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